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雰
と
一旦

二
代
日
の
孤
独

苛
烈
な
大
名
統
制
に
キ
リ
ス
ト
教
弾
圧
。

秀
忠
の
非
情
な
決
断
や
発
想
の
裏
に
は
何
が
あ
っ
た
の
か
。

■ v
■
■

■
■

や
ま

う

ち

ま

さ

ゆ

き

L

山
内
昌
之

武
蔵
野
大
学
特
任
教
授

・

東
京
大
学
名
誉
教
授

一
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
見
た
徳
川
秀
忠

「苦
悩
す
る
キ
リ
シ
タ
ン
宗
団
に
と
っ
て
、
こ
の
世
に
は
安
心
と

平
和
を
期
待
で
き
る
よ
う
な
希
望
は
ひ
と
つ
ｔ
か
残
っ
て
い
な
か

っ
た
。
つ
言
り
、
日
本
に
騒
動
と
戦
争
が
起
こ
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
う
す
れ
ば
君
主
国
は
敗
れ
て
多
く
の
主
君
に
分
割
さ
れ
、
政
権

と
す
べ
て
の
物
を

一
人
の
君
主
か
ら
取
り
去
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
そ
の

（た
だ

一
人
の
）
君
主
が
彼

（徳

川
秀
忠
）
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
の
教
え
の
不
倶
戴
天
の
敵
で
あ
っ

た
な
ら
、
彼
の
家
臣
の
他
の
国
主
や
君
主
の
誰
も
、
い
か
に
望
ん

で
も
、
破
滅
の
恐
れ
な
く

（キ
リ
ス
ト
の
教
え
の
）
友
に
な
っ
た

り
、
友
情
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
止
む
を
得
な
い
。
日
本

で
の
武
器
と
戦
争
を
望
む
の
は
無
理
の
な
い
こ
と
だ
っ
た
」

３
Ｄ
・
バ
ル
ト
リ
著

『
イ
エ
ズ
ス
会
史
』
抜
粋

（
一
六
一
七
、　
一
八

年
補
遺
ご

『十
六
・
七
世
紀
イ
エ
ズ
ス
会
日
本
報
告
集
』
Ⅱ
の
２
）。

戦
国
の
戦
乱
を
克
服
し
て
平
和
と
安
定
を
構
築
し
た
ば
か
り
の

時
期
で
あ
る
。
江
戸
時
代
に
新
た
な
内
乱
や
内
戦
を
期
待
す
る
ダ

ニ
エ
ッ
ロ
・
バ
ル
ト
リ
神
父
の
発
言
に
は
驚
く
ほ
か
な
い
。
し
か

し
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
ロ
ー
マ
学
院
長
だ
っ
た
人
物
の
発
言
は
、
ス

ペ
イ
ン
人
に
よ
る
日
本
征
服
計
画
に
も
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

実
際
に
、
天
正
九
年

（
一
五
八
こ

か
ら
十
八
年
ま
で
イ
エ
ズ
ス
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将軍の世紀

会
の
日
本
準
管
区
長

（布
教
長
）
だ

っ
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
ガ
ス
パ

ル
・
コ
エ
ー
リ
ョ
は
豊
臣
秀
吉
の
伴
天
連
追
放
令
を
受
け
て
、
九

州
の
キ
リ
ン
タ
ン
大
名
た
ち
に
秀
吉
へ
の
反
乱
を
促
し
た
。
ル
ソ

ン
の
ス
ペ
イ
ン
人
に
日
本
征
服
を
画
策
さ
せ
て
い
る
。
日
本
全
土

を
カ
ト
リ
ッ
ク
化
し
た
あ
か
つ
き
に
は
、
日
本
人
を
尖
兵
と
し
て

中
国
に
攻
め
入
る
案
を
練
っ
て
い
た
ほ
ど
だ
。
カ
ト
リ
ッ
ク
に
よ

る
日
本
征
服
の
企
て
は

「秀
吉
の
思
考
の
中
の
絵
空
事
」
だ
っ
た

と
は
い
え
な
い

（岡
美
穂
子

「
キ
リ
ン
タ
ン
と
統

一
政
権
」
『岩
波

講
座
日
本
歴
史
』
近
世
１
）。

イ
エ
ズ
ス
会
は
、
秀
頼
が
キ
リ
ン
タ
ン
に
好
意
を
抱
い
て
い
た

と
評
価
す
る
。
秀
頼
の
陣
中
に
は
、
十
字
架
や
救
世
主
や
聖
ヤ
コ

ブ
の
絵
姿
を
描
い
た
旗
が
六
流
ほ
ど
翻
っ
て
い
た
。
大
坂
城
内
に

は
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
司
祭
が
二
名
、
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
司
祭

が
二
名
、
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
イ
ノ
会
の
司
祭
が

一
名
、
長
い
問
留
ま

っ
て
い
た
。
さ
ら
に
二
人
の
在
俗
司
祭
が
家
康
の
追
放
令
か
ら
逃

れ
た
多
数
の
キ
リ
ン
タ
ン
に
秘
蹟
を
与
え
る
た
め
に
城
中
に
い
た

の
で
あ
る

（Ｅ

六
一
五
、　
三
ハ
年
度

・
日
本
年
報
」
『十
六
・
七
世

紀
イ
エ
ズ
ス
会
日
本
報
告
集
』
Ⅱ
の
２
）。
平
戸
の
イ
ギ
リ
ス
商
館

長
リ
チ
ャ
ー
ド

・
コ
ッ
ク
ス
は
、
イ
エ
ズ
ス
会
な
ど
の
神
父
た
ち

が
、
子
ど
も
を
親
に
、
臣
下
を
君
主
に
飯
か
せ
る
よ
う
に
扇
動
し

て
、
不
安
定
な
事
態
す
べ
て
の
火
付
け
役
と
な
り
教
唆
者
で
も
あ

る
と
い
う
ほ
に
触
れ
て
い
る

（『
日
本
関
係
海
外
史
料
　
イ
ギ
リ
ス

商
館
長
日
記
』
原
文
編
之
上
、　
三
ハ
〓
ハ
年
八
月
十
八
日
条
英
文
）。

豊
臣
勢
力
の
な
か
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
が
加
わ
り
、
そ
こ
に
大
坂

夏
の
陣
で
豊
臣
勢
と
戦
わ
な
か
っ
た
松
平
忠
輝
ら
の
不
穏
な
目
論

見
が
連
動
す
れ
ば
、
家
康

・
秀
忠

・
家
光
の
嫡
系
で
徳
川
権
力
を

永
続
化
さ
せ
る
政
策
の
一
大
脅
威
に
な
り
か
ね
な
か
っ
た
。

将
軍
秀
忠
は
、
元
和
元
年

（
三
全

五
）
に
な
っ
て
も
、
家
康

を

「皇
帝
」
と
呼
ぶ
外
国
人
ら
か
ら

「江
戸
の
領
主
」
と
呼
ば
れ

た
よ
う
だ
。
年
寄
の
本
多
正
信
が
大
名
に
発
給
す
る
書
状
は
、
丁

寧
な
披
露
状
の
形
式
を
と
り
、
じ
か
に
大
名

へ
宛
て
た
薄
礼
の
直

状
を
出
せ
な
い
状
態
が
続
い
た

（福
田
千
鶴

『徳
川
秀
忠
し
。
秀

忠
は
、
家
康
か
ら
継
承
し
た
大
名

へ
の
軍
事
指
揮
権
と
領
知
宛
行

権
を
掌
握
し
た
事
実
を
示
し
、
自
ら
が
名
実
と
も
に
天
下
人
た
る

こ
と
を
証
明
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
に
家
康
が
果
た
せ

な
か
っ
た
西
国
の
外
様
大
名

へ
の
領
知
宛
行

（朱
印
）
状
を
出
す

と
と
も
に
、
秀
忠
と
次
代
将
軍

・
家
光
の
上
洛
に
大
名
ら
を
供
奉

さ
せ
る
軍
役
動
員
に
よ
っ
て
武
力
と
武
威
を
誇
示
す
る
必
要
が
あ

っ
た
。
秀
忠
は
、
こ
の
た
め
に
元
和
元
年
の
一
国

一
城
令
と
武
家

諸
法
度
第
六
条
を
厳
格
に
運
用
し
た
の
で
あ
る
。
「諸
国
の
居
城

は
修
補
を
為
す
と
雖
も
、
必
ず
言
上
す
べ
し
、
況
ん
や
新
儀
の
構

営
は
堅
く
停
止
せ
し
む
事
」
。

そ
れ
と
不
可
分
に
、
政
権
を
め
ぐ
る
権
力
闘
争
と
内
外
の
カ
ト

リ
ッ
ク
教
徒
に
よ
る
江
戸
幕
府
転
覆
の
動
き
を
切
り
離
し
、
不
穏


